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（令和 6年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 187号 

予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第 5条の規定による予防接種を行うので、予防接種法施行令（昭和 23年政

令第197号）第5条の規定により、次のとおり公告する。 

令和 6年4月1日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所  

予防接種の種類  予防接種の対象者の範囲  予防接種を行う期間  予防接種を行う場所  

ジフテリア･百日せき･ポリ

オ･破傷風･ヒブ感染症（5

種混合）、ジフテリア･百日

せき･ポリオ･破傷風（4 種

混合） 

生後 2 か月から生後 90 か

月に至るまでの間にある者  

令和6年4月1日から 

令和7年3月31日まで  

別紙 1のとおり 

ヒブ感染症 生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者 

ジフテリア･破傷風（二種混

合） 

11歳以上13歳未満の者 

麻しん･風しん（MR）､麻し

ん又は風しん  

1 生後12か月から生後24

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 5歳以上7歳未満の者で

あって、小学校就学の始

期に達する日の 1年前の

日から当該始期に達する

日の前日までの間にある

者 

3 昭和 37年 4月 2日から

昭和 54 年 4 月 1 日まで

に生まれた男性 

厚生労働省ホームペー

ジによる 

日本脳炎 1 生後 6 か月から生後 90

か月に至るまでの間にあ

る者  

2 9歳以上13歳未満の者  

＜特例＞  

･ 平成 7年 4月 2日から平

成 19 年 4 月 1 日に生ま

れた20歳未満の者 

別紙 1のとおり  

結核 (BCG)  1 歳に至るまでの間にある

者  

小児肺炎球菌感染症  生後 2 か月から生後 60 か

月に至るまでの間にある者  

ヒトパピローマウイルス感

染症  

12 歳となる日の属する年

度の初日から 16 歳となる

日の属する年度の末日まで

の間にある女子  

＜キャッチアップ接種＞平 
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 成9年4月2日から平成20

年4月1日生まれの女子で、

3 回接種が完了していない

者 

  

水痘  生後 12か月から生後 36か

月に至るまでの間にある者  

B型肝炎  1 歳に至るまでの間にある

者  

ロタウイルス感染症 <経口弱毒性ヒトロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 24 週 0 日後ま

での間にある者 

<五価経口弱毒性ロタウイ

ルスワクチン>出生6週0日

後から出生 32 週 0 日後ま

での間にある者 

成人用肺炎球菌感染症  65歳の者及び 60歳以上 65

歳未満の者であって心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能

の障害を有するものとして

厚生労働省令で定める者  

別紙 2のとおり 

2 接種不適当者  

(1) 明らかな発熱（37.5度以上）を呈している者  

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシー（即時型アレルギーのなかで最も迅速な

過敏反応）を呈したことが明らかな者  

(4) 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者  

(5) 風しん予防接種の対象者3にあっては、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防

接種を行う必要がないと認められるもの及び風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体が

あることが判明し、定期の予防接種を行う必要がないと認められる者 

(6) BCG接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者  

(7) B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内または産道において B型肝炎ウイルス

に感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降 B型肝炎ワクチンの

投与を受けたことのある者  

(8) ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性

消化管障害を有する者（その治療が完了したものを除く。）、重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

(9) 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病にかかる予防

接種法第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者 

(10)前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

3 接種要注意者  

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者  

(2) 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがあ

る者  

(3) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者  

(4) 過去にけいれんの既往のある者  

(5) 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者  

(6) BCGについては､ 過去に結核患者との長期の接触がある者その他の結核感染の疑いのある者  
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(7) ロタウイルス感染症に係る予防接種対象者については、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある者 

4 料金  

(1) 成人用肺炎球菌感染症予防接種については、自己負担金 3,000円  

(2) それ以外の予防接種については、無料  

(3) 接種当日に、奈良市に住民登録がない者や予防接種の対象者の範囲に含まれない者は有料（全額負担） 

5 長期療養者 

長期にわたり療養を必要とする疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかったこと、その他の厚生労働省令で定め

る特別の事情があることにより、ロタウイルス感染症を除く当該特定疾病に係る予防接種法第 5条第1項に規定する

予防接種を受けることができなくなったと認められる者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して 2

年、成人用肺炎球菌感染症については 1年を経過する日までの間（厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生

労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。）､当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とすること｡

（予防接種法施行令第3条第2項関係） 

6 その他  

不明な点については､ 健康医療部健康増進課に問い合わせること｡  
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奈良市告示第 188号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市二条町二丁目 9番2号 

一般社団法人 奈良市歯科医師会 

会長 森 直樹 

休日歯科応急診療所使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 189号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

東京都中央区日本橋本石町四丁目 6番7号 

公益財団法人 自転車駐車場整備センター 

理事長 石井 喜三郎  

奈良市中筋自転車駐車場の使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和6年 5月31日まで 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 190号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市油阪町1番59 奈良市高の原第二自転車駐車場、奈良市高の原第三自 
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奈交サービス株式会社 

取締役社長 角谷 守啓 

転車駐車場、奈良市高の原第四自転車駐車場の使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和6年 4月30日まで 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 191号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項（の規定により告示する。 

 令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市八条一丁目790-1 

公益社団法人 奈良市シルバー人材センター 

理事長 西谷 忠雄 

放置自転車等移動手数料 

放置自転車等保管手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 192号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 75条第 2項及び第 115条の 5第 2項の規定により、指定居宅サービス事

業者及び指定介護予防サービス事業者を廃止したので、同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により公

示する。 

令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和6年3月31日 

事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190308 

（介護予防）福祉用

具貸与・特定（介護

予防）福祉用具販売 

えのき株式会社 
奈良県大和郡山市

九条町 604番地6 
福祉用具欅 

奈良県奈良市七

条西町一丁目65-

1 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 193号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 82条第 2項の規定により、指定居宅介護支援事業者を廃止したので、同

法第85条第2号の規定により公示する。 

令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和6年3月31日 
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事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

2970105751 居宅介護支援 
合同会社かわか

み 

奈良県奈良市神

功五丁目 4番地

の22 

居宅介護支援か

わかみ 

奈良県奈良市神

功五丁目4番地

の22 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 194号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 78条の 5第 2項の規定により、指定地域密着型サービス事業者を廃止し

たので、同法第78条の11第2号の規定により公示する。 

令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和6年3月31日 

事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2990100410 地域密着型通所介護 

株式会社インタ

ーネットインフ

ィニティ― 

東京都千代田区

二番町11番地19 

レコードブック

奈良学園前 

奈良県奈良市登

美ヶ丘四丁目 4-

4 

2990190080 地域密着型通所介護 
社会福祉法人秋

篠茜会 

奈良県奈良市西

大寺赤田町一丁

目7番1-2号 

介護予防サイク

ルハウス・あこ

だ 

奈良県奈良市西

大寺赤田町一丁

目4-8 

2990100576 
看護小規模多機能型

居宅介護 

社会福祉法人史

明会 

奈良県奈良市鹿

野園町 1584番地

の2 

看護小規模多機

能型居宅介護事

業所バリエ 

奈良県奈良市七

条西町二丁目

928番地 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 195号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良県橿原市城殿町459大和平野土地改良区内 

公益社団法人 奈良県獣医師会 

会長 𠮷岡 豊 

狂犬病予防注射済票交付手数料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 196号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 
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 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 6年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 6年2月16日 奈良市指令整開 第23A-33号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

 開発行為 令和6年4月3日 第1885号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市内侍原町 1番7の一部及び高天市町1番2の一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪市天王寺区上本町六丁目 5番13号 

近鉄不動産株式会社 代表取締役 倉橋 孝壽 

（令和 6年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 197号 

 公の施設の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17

年奈良市条例第 85号）第4条第 3項の規定により次のとおり告示する。 

令和 6年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

奈良市西登美ヶ丘五丁目 3番9号 

奈良市二名地域ふれあい会館 

2 指定管理者の所在地及び名称 

奈良市西登美ヶ丘五丁目 7番5号 

二名地域自治協議会 

会長 戸村 義弘 

3 指定管理者の指定の期間 

令和 6年4月1日から令和11年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市二名地域ふれあい会館の利用に関すること。 

(2) 奈良市二名地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定めること。 

（令和 6年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 198号 

奈良市鴻ノ池ランニングステーションの指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の

手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり公示します。 

令和 6年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市法蓮佐保山四丁目4番6号 

 奈良市鴻ノ池ランニングステーション 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 大阪市中央区北浜四丁目1番23号 

 奈良市スポーツまちづくり推進パートナーズ 

 ミズノスポーツサービス株式会社  

 代表取締役 薬師寺 洋彰 

3 指定管理者の指定の期間 
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 令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

（1）奈良市鴻ノ池ランニングステーションの使用承認及び使用制限に関すること。 

（2）奈良市鴻ノ池ランニングステーションの施設及び設備の維持管理に関すること。 

（3）その他市長が定めること。 

（令和 6年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 199号 

介護保険法（平成 9年法律第123号）第42条の2第1項及び第 54の2第1項の規定により、指定地域密着型サー

ビス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78 条の 11 第 1 号及び第 115 条の

20第1号の規定により公示する。 

令和 6年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和6年4月1日 

事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2990190155 地域密着型通所介護 
株式会社レコー

ドブック 

東京都千代田区

二番町11番地19 

レコードブック

奈良学園前 

奈良県奈良市登

美ヶ丘四丁目 4

番4号 

2990190163 
（介護予防）認知症

対応型通所介護 

有限会社エイジ

ング 

奈良県奈良市押

熊町1110番地の

1 

「kumiki 2nd」 
奈良県奈良市中

山町西3-218 

（令和 6年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 200号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 41条第 1項の規定により、指定居宅サービス事業者を指定したので、同

法第78条第1号の規定により公示する。 

令和 6年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和6年4月1日 

事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190621 訪問介護 
株式会社ネクス

ト 

京都府宇治市木

幡平尾 73番地の

7 

訪問介護事業所

ネクスト 

奈良県奈良市柏

木町58-6-A201 

2970190613 通所介護 
株式会社徳山工

業社 

大阪府八尾市上

尾町四丁目 1-11 
REPA HORAI 

奈良県奈良市宝

来町 928-1 奈良

宝来ビル1F北 

（令和 6年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 201号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 46条第 1項の規定により、指定居宅介護支援事業者を指定したので、同

法第85条第1号の規定により公示する。 

令和 6年4月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和6年4月1日 

事業所番号 サービスの種類 事業者 事業所 
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  名称 住所 名称 住所 

2970190605 居宅介護支援 
株式会社介護屋

山﨑 

奈良県奈良市西

大寺赤田町二丁

目1番3-303号 

つむぐみらい 

奈良県奈良市西

大寺赤田町二丁

目 1-3 エミエー

ル西大寺303 

（令和 6年4月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 202号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 6年4月4日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 6年3月28日 

3 移動対象区域 

 JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 6年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 203号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市二条町二丁目9番2号 

一般社団法人奈良市歯科医師会 

 

みどりの家歯科診療所診療使用料 

会長 森 直樹  

2 指定をした日及び委託をした日 
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指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 204号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により次のとおり指定公金事務取扱者を指定した

ので、同法同条第2項の規定により告示します｡ 

 令和 6年4月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

東京都千代田区平河町二丁目 6番3号 

公益社団法人 地域医療振興協会 

理事長 吉新 通康 

市立奈良病院使用料及び手数料（平成 23年度までの診

療分に限る。） 

2  指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和6年4月1日 

委託をした日：令和6年4月1日 

3 委託の期間 

令和 6年4月1日から令和16年3月31日まで 

（令和 6年4月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 205号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市杉ヶ町23番地 

公益財団法人奈良市生涯学習財団 

理事長 西谷 忠雄 

公民館施設使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和11年3月31日まで 

（令和 6年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 206号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市阪原町1725番地 

特定非営利活動奈良地域の学び推進機構 

理事長 上中 信幸 

青少年野外活動センター使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和6年 6月30日まで 

（令和 6年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 207号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 6年4月8日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 5年11月1日 奈良市指令整開 第23A-17号 

令和 6年4月3日 奈良市指令整開 第23A-17-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和6年4月8日 第1886号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市あやめ池南一丁目 1106番52の一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市学園北一丁目 8番5ディオ学園前プレシア 901号 

 川口 直也 

（令和 6年4月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 208号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 6年4月9日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 6年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 209号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 6年4月9日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後別 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

1 南部第179号線 
杏町273番2地先から 

杏町278番1地先まで 

前 0.0 0 
 

後 9.5～26.4 100 



令和 6 年 5 月 1 日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 119 号 

－ 65 － 

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 南部第179号線 杏町273番2地先から 杏町278番1地先まで 
L=100 

W=9.5～26.4 

（令和 6年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 210号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を廃止する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 6年4月9日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 南部第179号線 杏町273番6地先から 杏町273番5地先まで 
L=23 

W=4.1～4.2 

（令和 6年4月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 211号 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 18条第 1項の規定に基づき、令和 6年 4月 14日から次のように道路の区域

を変更する。その関係図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 6年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 6年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 212号 

 道路法（昭和 27年法律第 180号）第 18条第 2項の規定に基づき、令和 6年 4月 14日から次のように道路の供用

を開始する。その関係図書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 6年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区 間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 南部第53号線 恋の窪東町190番28地先から 大安寺七丁目174番6地先まで 
L=76.8 

W=5.5～11.7 

（令和 6年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 213号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により六条緑町三丁目自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 6年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

整理

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後別 
幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

1 南部第53号線 
恋の窪東町190番28地先から 

大安寺七丁目174番6地先まで 

前 0.0 0 
 

後 5.5～11.7 76.8 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 髙田 哲朗 前畑 幸男 
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2 変更の年月日 

 令和 6年 4月 1日 

（令和 6年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 214号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により横田町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 6年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

令和 6年 4月 1日 

（令和 6年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 215号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により都 吐山町小川口垣内から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 6年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 6年 4月 1日 

（令和 6年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 216号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により石木町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 6年4月10日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 6年 3月 1日 

（令和 6年4月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 217号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

及 び 住 所 奈良市六条緑町三丁目 4番 8号 奈良市六条緑町三丁目 6番 5-5号 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

北森 重人 

奈良市茗荷町 1432番地 

中 充男 

 奈良市横田町 320番地 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

 𫝆𦚰 則仁 

奈良市都祁󠄀吐山町 3293番地  

山下 基司 

 奈良市都 吐山町 3305番地 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所 

吉田 友行 

奈良市石木町 652番地 

藤本 清夫 

奈良市石木町 223番地 



令和 6 年 5 月 1 日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 119 号 

－ 67 － 

令和 6年4月11日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和6年3月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100490 

社会福祉

法人成美

学寮 

630-1231 

奈良県奈

良市柳生

下町445 

成美寮 630-1231 

奈良県奈

良市柳生

下町446-3 

施設入所

支援、 

生活介護 

令和12年 

2月28日 

2910100524 

社会福祉

法人大倭

安宿苑 

631-0042 

奈良県奈

良市大倭

町5番27

号 

障害者支

援施設菅

原園 

631-0042 

奈良県奈

良市大倭

町4番6

号 

施設入所

支援、 

生活介

護、短期

入所 

令和12年 

2月28日 

2910100912 

社会福祉

法人中川

会 

630-8104 

奈良県奈

良市奈良

阪町167

番地 

プレゼン

トなかが

わ 

630-8104 

奈良県奈

良市奈良

阪町167

番地 

就労継続

支援 A型 

令和12年 

2月28日 

2910101639 

社会福祉

法人青葉

仁会 

630-2152 

奈良県奈

良市杣ノ

川町50-1 

ポラーノ

広場 
631-0061 

奈良県奈

良市三碓

町2146-2 

生活介

護、就労

継続支援 B

型 

令和12年 

2月28日 

2910101647 

認定NPO

法人きら

らの木 

631-0061 

奈良県奈

良市三碓

町2250番

11 

きららの

木 いろ

葉 

631-0061 

奈良県奈

良市三碓

町2250番

11 

生活介護 
令和12年 

2月28日 

2910101654 
株式会社

サンケア 
631-0041 

奈良県奈

良市学園

大和町一

丁目304

番地 

サンケ

ア・デイ

センター 

631-0041 

奈良県奈

良市学園

大和町一

丁目304

番地 

生活介

護、就労

継続支援 B

型 

令和12年 

2月28日 

2910102751 

一般社団

法人みや

こいち福

祉会 

630-8114 

奈良県奈

良市芝

町一丁目

7番18号 

ジョイア

スらいふ 
630-8441 

奈良県奈

良市神殿

町266-9 

短期入所 
令和12年 

2月28日 

292100324 

一般社団

法人みや

こいち福

祉会 

630-8114 

奈良県奈

良市芝

町一丁目

7番18号 

ジョイア

スらいふ 
630-8441 

奈良県奈

良市神殿

町266-9 

共同生活

援助 

令和12年 

2月28日 

（令和 6年4月11日掲示済） 

 

奈良市告示第 218号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 6年4月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 
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令和 6年3月8日 奈良市指令整開 第23A-39号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和6年4月12日 第1887号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市柴屋町 159番2、160番及び 161番1 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市横井一丁目 715番 

石田 雅人 

（令和 6年4月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 219号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第 3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 6年4月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

学園南二丁目7番5号 西登美ヶ丘六丁目 6番5号 

藤ノ木台三丁目2番22号 疋田町一丁目 5番9-2号 

西大寺野神町一丁目1番2-室番号 四条大路三丁目 3番8-5号 

大宮町七丁目1番45号 百楽園一丁目 6番8号 

芝 町二丁目11番17-3-室番号 東登美ヶ丘二丁目 17番5号 

西大寺芝町二丁目5番12号 疋田町一丁目 5番9-3号 

藤ノ木台四丁目4番30号 西登美ヶ丘六丁目 10番10号 

七条一丁目22番14号 富雄泉ヶ丘 20番13号 

登美ヶ丘六丁目9番10-2号 富雄北一丁目 12番28-2-室番号 

学園南一丁目10番14-1号 西登美ヶ丘三丁目 10番32-1号 

富雄北一丁目4番19-室番号 三条添川町 8番3号 

三条桧町29番2-6号 東登美ヶ丘五丁目 10番9号 

三条桧町29番2-9号 大安寺六丁目 16番10-1号 

大安寺二丁目14番2号 学園緑ヶ丘二丁目 5番46号 

帝塚山南三丁目4番5号 平松四丁目 2番3-2号 

青野町一丁目6番24号  

東紀寺町三丁目6番8-3号  

東紀寺町三丁目6番8-2号  

東紀寺町三丁目6番8-1号  

（令和 6年4月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 220号 

 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 42条第 1項第 5号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので、

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第 40号）第10条の規定により公告する。 

令和 6年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

申 請 者 住 所 磯城郡川西町大字結崎 624番地の3 

申 請 者 氏 名 有限会社You&Iコーポレーション 取締役 籔内 範子 

道 路 の 位 置 奈良市中山町 1290番2及び1292番の一部 

道 路 の 幅 員 最大8.00ｍ 最小6.00ｍ 

道 路 の 延 長 15.00ｍ 
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指 定 年 月 日 令和6年4月 15日 

指 定 番 号 第R0518号 

（令和 6年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 221号 

 令和 6年奈良市告示第187号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和 6年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 1の表中 

 

おおもりクリ

ニック  
六条二丁目 18-36    ○   ○ ○       ○ ○       

おかたに病院  南京終町一丁目 25-1                  ○         

 

おおもりクリ

ニック  
六条二丁目 18-36    ○   ○ ○       ○ ○     

  

 

田北クリニッ

ク  

佐紀町2ならファミリ

ー別館3号館 2･3F  
○ ○ ○ ○ ○         ○ ○   

  

 

田北クリニッ

ク  

佐紀町2ならファミリ

ー別館3号館 2･3F  
  ○   ○ ○               

  

 

とみお岩﨑ク

リニック  
二名三丁目 1046-1  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇  

 

とみお岩﨑ク

リニック  
二名三丁目 1046-1    ○   ○ ○       ○       

  

 

和田内科外科

医院  
六条緑町三丁目 8-48    ○   ○ ○                 

 

和田内科外科

医院  
六条緑町三丁目 8-48    ○                       

 

改める。 

（令和 6年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 222号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 
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奈良市三条本町13番1号 

一般財団法人 奈良市総合財団  

理事長 西谷 忠雄 

スポーツ施設管理費使用料 

（体育館使用料） 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 223号 

 地方自治法（昭和22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市三条本町13番1号 

一般財団法人 奈良市総合財団 

理事長 西谷 忠雄 

スポーツ施設管理費使用料 

（庭球場使用料・球技場使用料・クラブハウス使用料） 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 224号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第243条の2第1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和40年奈良市規則第1号）第22条の3第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる歳入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる歳入等の種類 

奈良市三条本町8番1号 

奈良市市街地開発株式会社 

取締役社長 西谷 忠雄 

奈良市営西部会館駐車場使用料 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年3月29日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に歳入等の徴収又は収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和9年 3月31日まで 

（令和 6年4月15日掲示済） 

 

監   査 
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奈良市監査委員告示第 6号 

地方自治法（昭和22年法律第 67号）第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

令和6年4月12日 

                              奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       寺 川   拓  

同       宮 池   明  

同       内 藤 智 司  

共生社会推進課 

監査結果公表日 令和6年3月 29日（奈良市監査委員告示第 4号） 

措置結果通知日 令和6年4月 11日 

[監査の結果] [措置の内容] 

 所管課が管理する公有財産（建物）について、老朽化

のため取り壊されていたが、公有財産台帳からの削除

処理がなされていなかった。 

 公有財産については、以前から決算審査意見書にお

いて、「全ての異動情報の登録業務を手動で行う必要が

あるため、ヒューマンエラーが起こる内部統制上のリ

スクが極めて高いと言え、登録が適時になされなけれ

ば、市の財産の状況が適切に把握できないことにな

る。」と意見を述べてきたところである。 

 公有財産は、取得、処分等の際には公有財産台帳を漏

れなく更新した上で、適切に管理されたい。 

 当該公有財産については、監査の指摘を受け、削除処

理を行いました。 

 今後、公有財産の取得、処分等を行った際は公有財産

台帳を漏れなく更新し、適切に管理を行います。 

（令和 6年4月12日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 19号 

奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和 45年奈良市条例第 16号）第5条の規定により、負担金の賦

課対象区域を定めたので、次のとおり告示する。 

なお、関係図書は令和 6年4月 1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課に備え置いて縦覧に供する。 

令和 6年4月1日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

賦課対象区域（第 2負担区） 

神殿町の一部 

六条二丁目の一部 

賦課対象区域（第 4負担区） 

杏町の一部 

（令和 6年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 20号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 6年4月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 6年4月1日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  
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 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和 6年4月15日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

西大寺北町一丁目388-1他 ①  分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

南登美ヶ丘3388他 ②  分流 

疋田町四丁目132-3 ③  分流 

大安寺七丁目 ④  分流 

神殿町463-2の一部 ⑤  分流 

西大寺芝町二丁目2080-3 ⑥  分流 

平松一丁目800-1 ⑦  分流 

位置図省略 

（令和 6年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 21号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項において準用する同法第 62条第 1項の規定により大和都市

計画（奈良国際文化観光都市建設計画）下水道事業奈良市単独公共下水道の事業認可及び変更図書の写しの送付があ

りましたので、同法第 63条第2項において準用する同法第 62条第2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供しま

す。 

 令和 6年4月1日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

【縦覧場所】 

 奈良市法華寺町 264番地1 

 奈良市企業局事業部下水道事業課 

【縦覧する図書】 

・事業地を表示する図面一式（位置図、平面図） 

・設計の概要を表示する図面一式 

（令和 6年4月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 24号 

 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第33条の2において準用する地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

243条の 2第 1項の規定により、次のとおり指定公金事務取扱者を指定したので、地方公営企業法第 33条の 2にお

いて準用する地方自治法第243条の 2第2項の規定により告示する。 

 令和 6年4月1日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

1 指定公金事務取扱者・指定公金事務取扱者に委託する公金事務にかかる収入等の種類 

指定公金事務取扱者 
指定公金事務取扱者に委託する 

公金事務にかかる収入等の種類 

奈良市大宮町五丁目2番11号 

南都ビルサービス株式会社 

水道料金 

下水道使用料 

代表取締役 中谷 尚央 給水再開手数料等 

2 指定をした日及び委託をした日 

指定をした日：令和 6年4月1日 

委託をした日：令和 6年4月1日 

3 指定公金事務取扱者に収入等の収納の事務を委託する期間 

令和 6年4月1日から令和7年 3月31日まで 

（令和 6年4月1日掲示済） 

 



令和 6 年 5 月 1 日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 119 号 

－ 73 － 

奈良市企業局告示第 26号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 6年4月8日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

森髙建設 株式会社 代表取締役 森髙 美樹 奈良市柏木町 383番地 令和6年4月2日 

（令和 6年4月8日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 27号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 6年4月8日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

タスクコーポレート

株式会社 
代表取締役 篠田 充央 奈良県生駒市辻󠄀町243番地13 令和6年3月12日 

吉田設備工業 𠮷田 伸康 奈良県宇陀市榛原母里 538番地の 2 令和6年3月27日 

（令和 6年4月8日掲示済） 

 

教 育 委 員 会     

奈良市教育委員会告示第 11号 

令和 6年 4月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 6年4月9日 

                            奈良市教育委員会      

                             教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 6年4月16日（火） 午前 10時から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 B1会議室 

3 会議に付すべき事案 

教育長報告 

 教育長報告（1）令和7年度使用奈良市立高等学校教科用図書採択の基本方針について 

 教育長報告（2）令和7～10年度使用奈良市立中学校教科用図書採択の基本方針について 

 教育長報告（3）奈良市部活動指導員候補者バンク設置要綱の一部改正について 

議事 

議案第1号 明治小学校の土地の用途廃止について 

議案第2号 奈良市公民館運営審議会委員の委嘱又は任命について 

その他報告事項 

その他報告事項（1）奈良市立小学校におけるいじめ事象について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和 6年4月9日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 



令和 6 年 5 月 1 日 

（水曜日） 奈 良 市 公 報 第 119 号 

－ 74 － 

奈良市農業委員会告示第 4号 

奈良市農業委員会令和 6年4月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則（昭和 32年奈良市農業委員会告示第 3号）第2条第1項の規定により告示します。 

 令和 6年4月4日 

奈良市農業委員会長 巽   一 孝  

1 日時 

令和 6年4月12日（金） 午後 1時30分 

2 場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 奈良市役所 北棟2階 202会議室 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第 5条に関する許可申請及び届出について 

（2）改正前の農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第65号）第18条第1項に基づく農用地利用集積計画につ

いて 

（3）農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号）第19条第3項に基づく農用地利用集積等促

進計画について 

（4）農地法第18条第6項の規定による通知の受理について 

（5）許可・受理の取消しについて 

（6）相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

（7）生産緑地法（昭和49年法律第 68号）第13条の規定による生産緑地の取得のあっせんについて 

（8）生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得のあっせん結果について 

（9）知事許可について 

（令和 6年4月4日掲示済） 


